
注釈 小学校には、特別支援学校（小学部）を含む。

小学校における学校給食費の完全無償化について

充実した給食提供に必要な食材料費

国・都道府県負担分（国が設定する基準額）

国による学校給食費無償化の動向を踏まえ、国等から交付される金額の不足分を
本市が負担し、令和８年４月から小学校での完全無償化を実施

国

総額で概ね１０億円程度を見込む
⇒ 「子育てがしやすいまち」を着実に実感していただけるよう、
保護者の皆さまにはご負担を求めず、本市の負担により完全無償化を実現

本
市

不足分
（保護者からの徴収も可）

■本市の状況と国の制度設計（概要）
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